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訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
六
条
の
二
及
び
第
六
条
の
三
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規



（増刊 25）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都

人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

室
長
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

別
表
一
の
部
㈠
の
項
中
「
の
各
部
及
び
室
」
を
「
及
び
室
の
各
部
」
に
改
め
、
同
部
中
㈡
の
項
を
削

り
、
㈢
の
項
を
㈡
の
項
と
し
、
㈣
の
項
を
㈢
の
項
と
し
、
同
部
㈤
の
項
中
「
生
活
文
化
局
」
を
「
生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
㈣
の
項
と
し
、
同
部
中
㈥
の
項
を
㈤
の
項
と
し
、
㈦
の
項

を
㈥
の
項
と
し
、
同
部
㈧
の
項
中
「
東
京
都
病
院
経
営
本
部

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）
」
を
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「
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
㈦
の
項
と
し
、

同
部
中
㈨
の
項
か
ら
十三
の
項
ま
で
を
㈧
の
項
か
ら
十二
の
項
ま
で
と
し
、
同
部
十四
の
項
中
「
警
視
庁
サ
イ

警
視
庁
オ
リ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
本
部

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
総
合
対
策
本
部
」
を
「
警
視
庁
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
本
部
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
十三
の
項
と
し
、
同
部
十五
の
項
中
「
東
京
消
防
庁
各
部
」
の
下
に

「
（
安
全
推
進
部
安
全
技
術
課
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
部
十四
の
項
と
し
、
同
表
二
の
部
㈦

の
項
中
「
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
安
全
所
」
を
「
東
京
消
防
庁
安
全
推
進
部
安
全
技
術
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規

定
（
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
一
の
部
㈧
の
項
の
改
正
規
定

（
「
東
京
都
病
院
経
営
本
部

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）
」
を
「
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
中
「
及
び
都
民
安
全
推
進
本
部
・
」
を
「
、
室
及
び
」
に
改
め
、
「
・
病

院
経
営
本
部
」
及
び
「
病
院
経
営
本
部
経
営
企
画
部
職
員
課
課
長
代
理
（
組
織
定
数
担
当
）
・
課
長
代

理
（
給
与
福
利
担
当
）
」
を
削
り
、
同
表
議
会
局
の
項
中
「
課
長
代
理
（
計
理
担
当
）
」
を
「
課
長
代

理
（
企
画
計
理
担
当
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
の
改
正

規
定
（
「
・
病
院
経
営
本
部
」
及
び
「
病
院
経
営
本
部
経
営
企
画
部
職
員
課
課
長
代
理
（
組
織
定
数
担

当
）
・
課
長
代
理
（
給
与
福
利
担
当
）
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

第
七
条
及
び
第
七
条
の
二
を
削
り
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
八
条
の
二
を
第
八
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
六
条
の
表
監
査
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
」
を
「
子
供
政
策
連
携
室
」
に
、

「
生
活
文
化
局
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
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め
、
同
表
監
査
第
二
課
の
項
第
一
号
中
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
り
、
同
表
第
四
号
中
「
、
病
院
会

計
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
病
院
会
計
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
表
監
査
第
二
課
の
項
の

改
正
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
委
員
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
六
条
の
二
及
び
第
六
条
の
三
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
一
号

東
京
都
監
査
委
員
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
二
号

東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
監
査
委
員
告

示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
三
号

東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
監

査
委
員
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
２
中

「稲
城
日
野
線

稲
城
市
大
丸
９２７番

地
先
か
ら
多
摩
市
関

戸
三
丁
目
１４番

地
先
ま
で

」 を

「稲
城
日
野
線

稲
城
市
大
丸
９２７番

地
先
か
ら
多
摩
市
関

戸
三
丁
目
１４番

地
先
ま
で

に
、

立
川
東
大
和

線
立
川
市
高
松
町
二
丁
目
３９番

地
先
か
ら
立

川
市
緑
町
地
先
ま
で

」

「市
道
八
王
子

５５９号
線

八
王
子
市
石
川
町
２９６８－

６
地
先
か
ら
八

王
子
市
石
川
町
２９６８－

１
地
先
ま
で

」 を

「市
道
八
王
子

５５９号
線

八
王
子
市
石
川
町
２９６８－

６
地
先
か
ら
八

王
子
市
石
川
町
２９６８－

１
地
先
ま
で

」 に
、

立
川
市
道
２

級
４
号
線

立
川
市
曙
町
二
丁
目
２９５番

か
ら
立
川
市

高
松
一
丁
目
１００番

１
ま
で

「市
道
昭
島
２４

号
昭
島
市
拝
島
町
四
丁
目
１０番

地
先
か
ら
昭

島
市
田
中
町
三
丁
目
１
番
地
先
ま
で

」 を

「市
道
昭
島
２４

号
昭
島
市
拝
島
町
四
丁
目
１０番

地
先
か
ら
昭

島
市
田
中
町
三
丁
目
１
番
地
先
ま
で

」 に
、

市
道
西
４２４

号
昭
島
市
拝
島
町
六
丁
目
１
番
地
先
か
ら
昭

島
市
拝
島
町
六
丁
目
１
番
地
先
ま
で

「長
岡
南
会
館

線
瑞
穂
町
長
岡
四
丁
目
１１番

地
１
か
ら
瑞
穂

町
長
岡
二
丁
目
６
番
地
６
ま
で

」 を

「長
岡
南
会
館

線
瑞
穂
町
長
岡
四
丁
目
１１番

地
１
か
ら
瑞
穂

町
長
岡
二
丁
目
６
番
地
６
ま
で

」 に
改
め
る
。

宮
原
・
富
士

原
１
号
線

瑞
穂
町
大
字
富
士
山
栗
原
新
田
１７７番

地
か
ら
瑞
穂
町
大
字
富
士
山
栗
原
新
田
２２８

番
地
１
ま
で

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
２
に
掲
げ
る
道
路
を
通
行
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
２
条
の
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３
及
び
同
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
地
方
労
働
委
員

会
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
労
働
委
員
会

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
地
方
労
働

委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
労
働
委
員
会

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都

労
働
委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
労
働
委
員
会

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
収
用
委
）

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
収
用
委
員
会
告

示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
収
用
委
員
会

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
収
用
委
員

会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
収
用
委
員
会

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京

都
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
収
用
委
員
会

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
二
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で

の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
三
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
内
水
漁
管
）

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
内

水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

第
九
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京

都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

第
三
条
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま

で
、
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
の
二
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十

七
年
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
国
民
年
金
手
帳
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら

第
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
二
か
ら

第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１
号

東
京
消
防
庁
の
分
室
等
の
名
称
及
び
位
置
（
平
成
３０年

３
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
３
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

第
３９項

を
第
４０項

と
し
、
第
８
項
か
ら
第
３８項

ま
で
を
１
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
７
項
の
次
に
次
の

１
項
を
加
え
る
。

８
東
京
消
防
庁
幡
ケ
谷
庁
舎

渋
谷
区
幡
ケ
谷
一
丁
目
１３番

２０号

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
２
号

東
京
消
防
庁
公
印
規
程
（
昭
和
４６年

４
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。令
和
４
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

別
記
第
１
中
「
、
学
校
及
び
技
術
安
全
所
」
を
「
及
び
学
校
」
に
、
「
、
学
校
長
及
び
技
術
安
全
所

長
」
を
「
及
び
学
校
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
２
中

「

１０
１１

東
京

消
防

庁
何
部
（
学

校
、
技
術
安
全

所
）

東
京

消
防

庁
何
部
（
学

校
、
技
術
安
全

所
）
長

」 を

「

１０
１１

東
京

消
防

庁
何
部
（
学

校
）

東
京

消
防

庁
何
部
（
学

校
）
長

」 に
、

「

１２
１３

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
、
技
術
安
全

所
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
、技
術
安
全
所
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）
長

（
担
当
課
長
）

」 を

「

１２
１３

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）
長

（
担
当
課
長
）

」 に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

通

達
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